
裁判官会議（第1回）議事録

令和5年1月1 1日 （水曜日）

裁判官会議室において、午前10時30分開議

出席者戸倉長官、山口、深山、三浦、草野、宇賀、林、岡村、長嶺､安浪、渡邉、

岡、堺、今崎尾島各裁判官

戸倉長官議長席に着く・

議事

人事について

徳岡人事局長から、資料に基づき、人事関係事項について説明があり、 1の裁判

官の退官については、原案どおり決定及び報告がされ、 2の裁判官の転補等、 3の

裁判官の再任等及び4の裁判官の兼官の再任についてば､いずれも原案どおり決定

し、 5の令和3年度（第75期）司法修習生考試の結果については、報告がされ、

6の令和3年度（第75期）司法修習生の修習終了については、原案どおり決定し

し、 5の令和3年度（第75期）司法修習生考試の結果につい‐

6の令和3年度（第75期）司法修習生の修習終了については、

た。

午前10時35分終了

議 長

ロ秘書課長



裁判官会議資料
（ ／ 月/ ／ 日開催）

く

裁判官会議付議人事関係事項(令和5. 1. 11提出）

1 裁判官の退官について

依願免本官並びに兼官（令5． 2． 6） 最高裁調査官（東京地判事・

裁判事）

本條 裕

東京簡裁判事

岡本美樹雄

今治簡裁判事・松山簡裁判事
． r

ゞ藤本信隆

福岡簡裁判事

中島慶人

宗像簡裁判事

東京簡

(55）

定年退官（令5． 2． 3）

定年退官（令5． 2． 3）

定年退官（令5． 2． 14）

定年退官（令62. 15)

佐々田一弘

定年退官(令5． 2．19） 横浜簡裁判事

青木正人

2裁判官の転補等について

今治簡裁判事・松山簡裁判事 高松簡裁判事

菅 正俊

宗像簡裁判事 福岡簡裁判事

野瀬眞司

横浜簡裁判事 土浦簡裁判事

長坂和仁

土浦簡裁判事 東京簡裁判事

加藤晃司

I



3裁判官の再任等について

宇都宮地家判事（所長） ・宇都宮簡

裁判事（司掌者）

宇都宮地家判事（所長） ・宇都宮簡

裁判事（司掌者）

手嶋あさみ（43）

(令和5年2月25日限り任期終了者）

4裁判官の兼官の再任について

さいたま家地判事・さいたま簡裁判

事

さいたま家地判事・さいたま簡裁判

事

井上有紀（60）

(令和5年2月16日限り任期終了者）

5令和3年度（第75期）司法修習生考試の結果について(報告）

「令和3年度（第75期）司法修習生考試（再試験）合格者名簿」のとおり

6令和3年度(第75期）司法修習生の修習終了について

修習終了（令和5年1月11日付 「令和3年度（第75期）司法修習

け） 生考試（再試験）合格者名簿」登載

の者
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裁判′自｡会議（第2回）議事録

令『| 15年］月1 8R (水曜日）

裁判官会議室において、午後3時;） （)分開議

''1席者戸倉長官、 l l ln、深| | | 、 宅浦；草野、宇領、林、岡村､長嶺、安浪、渡邊、

|糺堺､今崎､尾島,各裁判官
戸倉長官議長席に着く

議事

人事について

i]) 徳岡人＊局長から、 資料第1に基づき、 ノ、事関係事項について説明があり、

lの裁半ll官")転補等及び2(ﾉ)裁判官の海外HI張にﾝ>いては、 いずれも原案どお

り決定した《

’2） 徳岡人事局長から、資料第2に基づき、津地力、家庭裁判所長の補職等につ
． ‘ 『

いて説明があり、次のとおり決定した《〃

ア名占雄高等裁判所判事永野圧彦の定年退官に伴い、津地方、家庭裁判所長

筒井健夫を名古屋高等裁判所判事 （部の事務総括者） とし、その後任者を千

｡ 集地方裁判所判事1|｣村さとみとする"‘

イ 東京高等裁判所判事ｲj井浩の定年退官に伴い、水戸地ﾉ裁判所長松本利幸
I

を東京高等裁判所判事（部の事務総括者） とし、そひ)後征者を最高裁判所士

席調査'官福井章代とする

午後3時39分終］

ﾉ

』二茎 ｰ~

而莪 提

『
当

秘書課長



／

裁判官会議資料茶｜
《 ／月／8日開催）

裁判官会議付議人事関係事項(令和5 ] . 18提出）

l 裁判官の転補等について

最高裁経理局長（東京地判事。東京

簡裁判事）

氏本厚司（45）

最高裁経理局総務課長（東京地判事

最高裁経理局長（東京高判事。東京

簡裁判事）

最高裁経理局総務課長（東京高判事

。東京簡裁判事) 東京簡裁判事）

康（54）松 川 充

2裁判官の海外出張について

「裁判官海外出張者名簿」のとおり
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裁判官会議一 （第3回）議事録

合1 15年1 月25 11(水曜日）

裁判官会議室において、 午前1 （)時3 （)分開議

附席者戸倉長官、 ｜ I ln、深l l 1 、三浦、草野、宇貨、林、 ｜仙l村、長嶺、安浪、膜温、

岡、堺、今崎、尾島各裁判官

戸倉長官議長席に着く：

議事

1 令和5年度の裁判官研修について

中l l 1司法研修所長から、 資料第1に基づき、標記の研修について説明があった．

2 ‐卜級裁判所裁判官指名諮問委員会の答申について

小野寺総務局長から、資料第2に基づき、標記の答申について報告があった_

3 ノ､事について

徳岡ﾉ、事局長から、資料第3に基づき､人事関係事項について説明があり、 l

（ﾉ)裁判官')退官については、報告及び原案どおり決定'－， 2の裁判官の転補等、

3‘)裁判官{ﾉ)兼'白｡の再任、 4の新任判事補の任命、 5の裁判官の判事任命、 6の

裁判官の民間企業長期研修等及び7の司法研修所教官等の委嘱等については、い

ずれも原案どおり決定した:

午前I ()時55分終I′

議 長

、
秘書課長



裁判官会議資料第3
《 ｜ 月ユ5日開催）

裁判官会議付議ﾉ、事開係事項(令和5. 1 . 25提出）

」

l 裁判官(ﾉ)退官について

定年退官（令月 226） 津地家四日市支判事（支部長） 。 |几｜

日市簡裁判事（司掌音）

手崎政 ノ、 (38ノ

千葉家判事（部総柄） 。千葉簡裁判

事

‘ | ' 山直子（39）

長崎地家佐lll:保支判事（支部長) ･

佐世保簡裁判事（司掌者）

向野 m1l(:1 1 )

横浜地家川崎支判事（部総括） ・川

崎濡裁判事

山 ｜ 」 均（38ノ

東京高判事。東京簡裁判事

岡野典竜（13）

定年退官（令5! 3. 4)

依願免本'自並びに兼'眉． （令5． 228）

、

依|頼免本官並びに兼官（令5． 3． 1 ）

依願免本官並びに兼官（令5 3． 3）

定年退'畠’ （令5． 22’1） 頃京簡裁判事

ノ

刀
ロ

七
Ｊ＃

洞
側
勵
脚

埋
口

Ｆ
Ａ
Ａ
凡
ｊ
ｊ

2 裁半||官d)転補等に〆〕いて

｢葉地判事 （部総括） 。 ｢蕊簡裁判

事

東京高判事。東京簡裁判事

齊藤 砿(:17)

東京地1211*(部総括) ｡噸京簡裁判

事

飴高裁卜席調:背官（申京地判串。 東

京簡裁判事）

岡崎克彦（46）
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東京地判事（部総括） 。東京箭裁判

事

東京高判事‘東京簡裁判事

本 |11 能久('17)

7，古屋高判事：名古屋簡裁判串：津地家四日市支判串： （支部長） ‘四

H市簡裁判事（司掌者）

鵜飼祐充（45）

東京高判事‘噸京簡裁判事｢葉家判事（部総括） 。 1~葉簡裁判

事

菅家忠 1J: (き13) .

福|前1地家判事（部総括） ‘綿'尚簡裁

判事

柴出寿宏（46)

福岡高判事‘福|前1簡裁判事

長崎地家佐枇保支判事（支部長）

性枇保簡裁判事（司掌者）

福岡地家判事（部総括） ・棉岡簡裁

判事

今泉裕益（49）

俄浜地家川崎支判顎6川崎簡裁判事

櫻 ｣ |： 佐災（4()）

横浜地川崎支部総括憎名

3 裁判'向.〃)兼胤' (7)再任に- )1 ，℃

さいたま地家熊谷支判蜘｡熊裕繍裁

判事

さいた上地家熊紳支判串: ‘熊谷簡裁

判事 ‘’

川 ｜ ､I "(( 1())

(令fl l5年2月28' |｣眼' )仔期終I'者）

l 新任判事補(/")任命に" )(, $ <

噸京地判事補

1 1 卜 燕侭（75）

I
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5 裁判'自' (ﾉ)判事任命にン)いて

ll'l'晃地家判事‘札｣幌簡裁判串 iLI|'晃簡裁判事。札幌地家判事補

高 ,島 側|| (“)

料見沢簡裁判事。札幌地家將兇沢支

判事補

札幌地家消兇沢支判事・満見沢儒裁

判事

羊戸憲司(63)

6 裁判'高〃)民間企業長期研修等について

干葉地家判事補： 上野瑞

令和4年臆民間企業長期研修の終期を令和5年3月3u･に変題する

、
”
郷
咄

由
心Ｉ

7 司怯研修所教官等〔ﾉ)誰'嘱等に"ﾉいて

｢荷l法研修所教官等名簿｜のとおり

巳

3


